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園
の
送
迎
バ
ス
で
の

見
落
と
し
に
よ
る
事
故
が
発

生
し
た
こ
と
に
対
す
る
法
律

の
改
正
だ
と
思
う
が
、
関
係

者
の
職
員
の
仕
事
が
増
え
る

こ
と
に
対
す
る
予
算
措
置
の

よ
う
な
も
の
は
あ
る
の
か
。

　
　
　

職
員
の
仕
事
が
増
え

る
こ
と
に
対
す
る
直
接
的
な

予
算
は
な
い
が
、
バ
ス
の
安
全

装
置
に
つい
て
は
補
助
が
あ
る
。

　
　
　
研
修
や
訓
練
等
が
増

え
る
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る

事
業
者
へ
の
予
算
措
置
は
別

に
な
い
の
か
。

　
　
　

職
員
の
給
与
等
の
助

成
は
な
い
が
、
計
画
書
等
を

作
成
す
る
に
当
た
っ
て
の
助

言
等
は
行
っ
て
い
く
。

　
　
　
出
産
一
時
金
は
、
世

帯
主
に
対
し
て
支
払
う
形
に

な
っ
て
い
る
が
、
出
産
は
す

る
が
、
別
に
住
ん
で
い
る
な

ど
の
場
合
、
世
帯
主
は
基
本

旦
那
さ
ん
だ
が
、
奥
さ
ん
の

ほ
う
に
は
支
払
え
な
い
の

か
。

　
　
　

基
本
は
世
帯
主
に
振

り
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
届
出
を
す
る
こ
と
で
奥

さ
ん
の
口
座
に
振
り
込
む
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
出
産
一
時
金
と
い
う

の
は
、
出
産
費
用
を
助
成
す

る
も
の
だ
と
思
う
が
、
こ
の

辺
り
の
地
域
の
出
産
費
用
の

平
均
は
ど
の
く
ら
い
な
の

か
。

　
　
　

出
産
費
用
の
都
道
府

県
別
中
央
値
と
い
う
こ
と

で
、
長
崎
県
が
41
万
６
，
８

２
０
円
、福
岡
県
が
43
万
３
，

６
３
０
円
、
沖
縄
県
が
38
万

９
，
２
０
０
円
、
東
京
都
が

56
万
５
４
０
円
と
各
地
ば
ら

ば
ら
で
あ
る
。

　
　
　
結
婚
し
て
東
京
に
住

ん
で
い
て
、
こ
っ
ち
で
出
産

す
る
場
合
、
出
産
一
時
金
は

ど
ち
ら
の
ほ
う
で
出
る
の

か
。

　
　
　

本
人
の
住
民
票
が
あ

る
と
こ
ろ
の
保
険
で
適
用
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

〈
福
祉
保
健
部
関
係
分
〉

　
　
　
通
園
バ
ス
の
安
全
装

置
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
か
。
そ
れ
と
予
算
全
般
で
、

減
額
補
正
が
決
算
見
込
み
で

と
い
う
こ
と
だ
が
、
大
き
な

額
が
い
く
つ
も
あ
る
理
由
は
。

　
　
　

ま
ず
、
バ
ス
の
安
全

装
置
に
つ
い
て
は
、
国
の
ほ

う
で
基
準
が
示
さ
れ
て
お

り
、
赤
外
線
等
の
機
能
で
園

児
が
バ
ス
に
残
っ
て
い
た
場

合
は
、
ブ
ザ
ー
で
知
ら
せ
る

な
ど
の
機
能
を
備
え
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
当
初
予
算

に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の
決

算
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら

組
ん
で
い
る
が
、
コ
ロ
ナ
の

影
響
等
で
利
用
が
伸
び
て
い

な
い
よ
う
な
部
分
に
関
し
て

は
、
今
回
減
額
補
正
と
な
っ

て
い
る
。

〈
市
民
生
活
部
関
係
分
〉

　
　
　
口
之
津
支
所
の
解
体

工
事
費
の
減
額
が
、
杭
を
抜

か
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ

と
だ
が
、
杭
が
残
っ
た
ま
ま

で
跡
地
利
用
に
影
響
は
な
い

の
か
。
ま
た
、
測
量
設
計
監

理
業
務
を
業
者
に
委
託
し
な

い
で
、
都
市
計
画
課
で
行
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
う

い
う
技
術
が
あ
る
職
員
が
い

る
の
か
。

　
　
　

杭
を
残
し
た
分
に
つ

い
て
は
、
影
響
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。
監
理
業
務
委
託
に
つ

い
て
は
、
改
修
や
解
体
工
事

業
務
を
対
応
で
き
る
職
員
が

都
市
計
画
課
に
い
る
の
で
、

対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　
　
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ

ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
助
成
事

業
が
７
２
０
万
円
に
減
っ
た

理
由
は
何
か
。

　
　
　

実
績
に
伴
っ
て
減
額

を
行
っ
て
い
る
。

〈
そ
の
他
の
議
案
〉
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【
議
案
第
11
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市一般
会
計
補
正

予
算（
第
９
号
）

【
議
案
第
15
号
】令
和
５
年

度
南
島
原
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算

【
議
案
第
16
号
】令
和
５
年

度
南
島
原
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
予
算

【
議
案
第
７
号
】　
南
島
原
市

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

【
議
案
第
３
号
】南
島
原
市

福
祉
医
療
費
の
支
給
に
関

す
る
条
例
の一部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
12
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
２
号
）

【
議
案
第
13
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

【
承
認
第
１
号
】
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
（
令
和
４
年
度
南

島
原
市一般
会
計
補
正
予
算

（
第
８
号
））

【
議
案
第
４
号
】
南
島
原
市

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の一部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
５
号
】
南
島
原
市

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の一部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
６
号
】南
島
原
市

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

文
教
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
承
認
１
件
を
承
認
、
議
案
10
件
を
原
案
可
決


